
　
一
人
一
人
が
個
人
番
号（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
）を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
同
一
人
の
情
報
か
ど
う

か
正
確
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。平
成
29
年
７
月
か
ら
国
の
機
関
と

市
役
所
な
ど
の
情
報
連
携
が
始
ま
る

と
、一
部
の
申
請
書
類
の
簡
素
化
な

ど
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、市
で
は
個

人
番
号
カ
ー
ド
で

の
コ
ン
ビ
ニ
交
付

（
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
住
民
票

や
印
鑑
証
明
な
ど

を
交
付
す
る
サ
ー

ビ
ス
）を
検
討
し

て
い
ま
す
。

　10
月
か
ら
始
ま
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度（
社
会
保
障・税
番
号
制
度
）に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、

住
民
票
を
有
す
る
住
民
一
人
一
人
が
持
つ
12
桁
の
番
号（
個
人
番
号
）を
、社
会
保
障・税・災
害
対
策
分
野
で
活
用
す
る

こ
と
で「
公
平・公
正
な
社
会
の
実
現
」、「
住
民
の
利
便
性
の
向
上
」、「
行
政
の
効
率
化
」を
図
る
た
め
の
社
会
基
盤
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
が
始
ま
り
ま
す
！

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
で

何
が
で
き
る
の
？

○
通
知
カ
ー
ド 

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る
場
面
で

利
用
で
き
ま
す
。通
知
カ
ー
ド
の
ほ
か

に
運
転
免
許
証
な
ど
本
人
確
認
で
き

る
も
の
が
必
要
で
す
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
取

得
時
に
返
納
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
有
効
期
限・な
し

○
個
人
番
号
カ
ー
ド  

　
申
請
に
よ
り
初
回
は
無
料
で
交
付

さ
れ
ま
す
。身
分
証
明
書
と
し
て
利

用
で
き
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
す
る

場
面
で
も
こ
の
カ
ー
ド
の
み
で
本
人

確
認
が
で
き
ま
す
。電
子
証
明
書（
電

子
上
で
本
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す

通
知
カ
ー
ド
と

個
人
番
号
カ
ー
ド

　
平
成
28
年
１
月
か
ら
運
用
開
始
さ

れ
、当
面
は
特
定
の
業
務
の
申
請
時

に
、カ
ー
ド
を
提
示
し
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
及
び
本
人
確
認
な
ど
に
使
用

し
ま
す
。

●
社
会
保
障
分
野

　
医
療
保
険
の
手
続
き
、福
祉
の
給

付
、生
活
保
護
の
実
施
、雇
用
保

険
の
手
続
き
な
ど

●
税
分
野

　
確
定
申
告
書
、届
出
書
な
ど
に
記

載
、賃
金
な
ど
を
支
払
う
事
業
者

に
提
示
な
ど

●
災
害
対
策
分
野

　
大
規
模
災
害
時
の
被
災
者
台
帳
の

作
成
な
ど

※
そ
の
他
市
役
所
な
ど
が
条
例
で
定

め
る
事
務

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が

必
要
な
場
面

●
カ
ー
ド
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た

（
通
知
カ
ー
ド
の
場
合
）市
役
所
ま
で

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。一
定
の
手
続
き

こ
ん
な
時
は…

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
郵
送
し
ま
す

　
原
則
、住
民
票
の
世
帯
ご
と
に
送

付
さ
れ
ま
す
。や
む
を
え
な
い
理
由
に

よ
り
住
民
票
の
住
所
地
で
受
け
取
れ

な
い
場
合
は
、９
月
25
日
ま
で
に
市
役

所
に
申
請
が
必
要
で
す
。

②
簡
易
書
留
で
お
届
け
し
ま
す

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

●
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請
書
と
返

信
用
封
筒 

●
説
明
書 

③
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
申
請 

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
、郵
送
又
は
オ
ン

ラ
イ
ン
で
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
受
け
取
り

　
個
人
番
号
カ
ー
ド
は
申
請
後
、市

役
所
の
窓
口
で
受
け
取
り
ま
す
。そ
の

際
に
次
の
も
の
が
必
要
で
す
。

覚
え
て
お
き
た
い

4
つ
の
こ
と

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

●
市
役
所
か
ら
郵
送
さ
れ
る
交
付
通
知
書

●
本
人
が
確
認
で
き
る
も
の（
運
転
免

許
証
な
ど
）

●
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の

か
た
の
み
返
納
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
）

※
本
人
確
認
や
暗
証
番
号
の
確
認
が

あ
る
た
め
、原
則
、受
け
取
り
は
本

人
に
限
り
ま
す
。

る
仕
組
み
）の
機
能
も
搭
載
さ
れ
て
い

ま
す
。 

　
有
効
期
限
・
10
年（
20
才
未
満
は

５
年
）た
だ
し
電
子
証
明
書
の
機
能

は
５
年
で
更
新
が
必
要
で
す
。

後
に
再
発
行
な
ど
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
の
場
合
）す
ぐ

に
、国
の
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
へ
連
絡
し
て

く
だ
さ
い
。一
定
の
手
続
き
後
に
再
発

行
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
ど
ち
ら
も
再
発
行
に
は
手
数
料
が

か
か
る
予
定
で
す
。 

●
個
人
情
報
の
漏
え
い
が
心
配
だ 

　
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

は
、一
か
所
に
情
報
を
集
め
る「
一
元

管
理
」で
は
な
く「
分
散
管
理
」を
し

ま
す
。ま
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
に
は
所

得
や
健
康
な
ど
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
性

の
高
い
情
報
は
記
録
さ
れ
ま
せ
ん
。 

●
成
り
す
ま
し
さ
れ
る
の
で
は
？ 

　
市
役
所
な
ど
の
窓
口
で
は
、個
人

番
号
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
に

よ
る
厳
格
な
本
人
確
認
を
申
請
ご
と

に
実
施
し
ま
す
。行
く
先
々
の
窓
口
で

住民票の住所に通知カードと
申請書が世帯ごとに簡易書留
で届きます。同封される申請
書により個人番号カードの申
請をすることができます。

今年１０月から１２月にかけて
マイナンバー通知カードが送
られます

マイナンバーの利用が開始さ
れます。個人番号カードを申請
した場合は、一定期間後に市
役所から交付通知書が郵送さ
れますので、受け取りに本人
が来庁してください。

平成２８年１月
マイナンバー制度スタート

国の機関同士で情報連携が
始まり、マイナポータル（イン
ターネットで自分の情報など
が確認できる）サービスが開
始される予定です。

平成２９年１月
国の機関同士での情報連携が
開始されます

地方公共団体を含む情報連携
がはじまり、市役所での申請手続
きなどが一部簡素化されます。
制度の本格的な運用が始まり、
さまざまなサービスが利用で
きるようになります。

平成２９年７月
市役所などの情報連携
が開始されます マイナンバーの問い合わせ先

☎０５７０・２０・０１７８ 

内閣官房社会保障・税番号制度ホームページ
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/
bangoseido/

政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/
mynumber/index.html

☎６２・６０７４
国のコールセンター

市の専用回線※10月から

マイナンバーの通知
簡易書留にて

個人番号カード

マイナンバーは
生涯にわたって使う大切な

個人番号です！
むやみに他人に番号を教えたり

しないようにしましょう！
市役所などでの申請手続きの際

には通知カードまたは個人
番号カードをお忘れなく！

カ
ー
ド
提
示
と
本
人
確
認
を
求
め
ら

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、成
り
す
ま

し
を
防
止
す
る
た
め
の
確
認
で
す
。御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
外
国
人
は
ど
う
な
る
の
？ 

　
住
民
票
を
有
し
て
い
れ
ば
、個
人

番
号
を
持
ち
ま
す
。

（カードイメージ）
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